
業者に委託した令和５年の基礎調査において必要面積を算出しているにも関わらず、その

後に局内で算出し面積を増大した。（因みに中村区・千種区では、局内で算出していない。）      

その結果、「東区役所の必要面積は7795.2㎡である為、現地建替は不可」とした。しかし、               

中村区・千種区と同じルールで算出すれば、東区役所の必要面積は 7795.2 ㎡ではなく、

「5,588 ㎡となり現地建替は十分に可能」なのである。そればかりか、6,600 ㎡に対して、

約 1,000 ㎡の余裕ができる為、必要とする区分に個々に面積を増やすことや、駐車場の確

保も可能となる。（現地建替の場合は建築基準法上 6,600 ㎡まで建築可能。）          

名古屋市が、現地建替を不可にする為に作った数字、と思われても仕方がない。                                  

名古屋市が必要面積を 2207.2 ㎡も大きくした根拠は不明。               

【左記のマーカー部分に注目‼】  は特におかしい。                 
人口が一番少ない東区に、一番大きな面積の講堂が必要だろうか？ 

保健センターの面積を見てみると、人口が千種区の約半分の東区に

千種区より大きな診療部門！！ 職員数が千種区の半分以下なのに

千種区の倍以上の会議室！！ 本当に必要な面積なのだろうか？                 

 

 東区 中村区 千種区 

職員数（区役所） 98 人 182 人 157 人 

職員数（保健センター） 29 人 63 人 60 人 

職員数合計 127 人 245 人 217 人 

職員 1 人あたりの面積 61.4 ㎡ 43.5 ㎡ 44.6 ㎡ 

中村区・千種区の基準で算出して

みると（一人当たり 44 ㎡で計算） 5,588 ㎡ 
  

区の人口（参考） 88,437 人 

東区を「１」とする。 

142,583 人 

東区の約 1.6 倍 

164,701 人 

東区の約 1.9 倍 

    nano     

① 佐藤×局長  （新築でも愛大校舎を購入する理由がおかしい！購入費は税金なのに。）                          

質問：費用比較において、なぜ、愛大新築案でも、建物取得費用を計上しているのか。          

答弁：土地については更地で購入する場合と建物付きで購入する場合がございますが、東区 

役所整備につきましては、区内では適当な移転候補地が見当たらない中、 愛知大学 

から車道校舎の土地と建物を区役所として活用することについてお話を頂いたもので 

ございます。したがって、更地で購入することは想定しておらず、土地と建物を取得す  

る前提でございますので、建物取得費用を計上いたしました。                                                     
 

② 佐藤×局長  （現地建替の場合は土木事務所を複合しなくても良い！）              

質問：区役所整備は、いかなる場所であっても、土木事務所との複合は絶対条件か。       

答弁：「条件が整った場合」でございますので、絶対条件ではございませんが、これまで千種  

区役所や中村区役所についてもこの方針のもとで土木事務所の同一庁舎化を進め   

てまいりました。                           [令和 7 年 3 月 7 日 本会議]                     

 

 

庁舎の必要面積は、令和 4 年度に移
転した中村区役所等複合庁舎の職員
一人あたりの面積を踏まえ算出する。  
【東区役所改築検討基礎調査業務 令和 5 年 1 月】 

⇐ 44 ㎡×東区職員数（127 人）=5,588 ㎡

となり、7795.2 ㎡にはならない。 

 佐藤ゆうこ事務所  東区芳野 1-7-10 
TEL 052-931-2255  FAX 052-931-7689 
 

第 44 号  東区役所号 

佐藤ゆうこ 
名古屋市会議員 

東区役所整備について、これまで皆さまにはアンケートへのお願いや各所に
おいて経緯や課題をお伝えして参りました。アンケートへのご協力、誠にあり
がとうございました。ご意見等もすべて拝見させて頂いております。今回は
裏面に漫画でお示ししていますので是非ご覧ください。私は当初から名古屋
市に対して「正しい情報を出してください。正しい情報の元で区民の皆さん
が判断できるようにして下さい」と訴えてきました。しかし５月２３日、２４日
に開催された住民説明会（両日とも紛糾、４時間以上の会）では、区民の皆
さんを誘導するような資料と説明に終始していましたので、緊急で広報紙を
作成いたしました。私は、これまでの経緯に対する名古屋市への疑念、中古
案における課題が解決されていないことから、「現地新築」を求め続けます。
ご意見・ご質問などございましたら、ご連絡下さい。（０５２-９３１-２２５５） 






